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まえがき 

この規格は，産業標準化法第 16 条において準用する同法第 12 条第 1 項の規定に基づき，一般財団法人

日本船舶技術研究協会（JSTRA）から，産業標準原案を添えて日本産業規格を改正すべきとの申出があ

り，日本産業標準調査会の審議を経て，国土交通大臣が改正した日本産業規格である。これによって，

JIS F 8081:2005 は改正され，この規格に置き換えられた。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。国土交通大臣及び日本産業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について，責任はもたない。 
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Electrical and electronic installations in ships- 

Electromagnetic compatibility (EMC)-Ships with a metallic hull 

 
序文 

この規格は，2015 年に第 3 版として発行された IEC 60533 を基に，技術的内容及び構成を変更すること

なく作成した日本産業規格である。 

なお，この規格で点線の下線を施してある参考事項は，対応国際規格にはない事項である。 

1 適用範囲 

この規格は，金属製船体の船舶の電気設備及び電子機器の電磁両立性（EMC）に関するエミッション及

びイミュニティ並びに性能基準に対する 低要求事項について規定する。非金属製の船体の船舶に関する

追加の又はこの規格と異なる要求事項は，国際規格（IEC 62742）に規定されている。 

この規格は，SOLAS 74 の第 IV 章の規則 6 及び第 V 章の規則 17 に規定された EMC に関する要求事項

を満たすために役に立つ。この規格の対応国際規格は，IMO 決議 A.813(19)の中で言及されている。 

この規格の規定部分は，幾つかの関連する EMC 規格ファミリーとして策定された。 

この規格は，次の電気設備及び電子機器のグループに対する EMC 対策達成のための指針及び推奨事項

を提供するものである。 

a) グループ A 無線通信及び航海機器 

b) グループ B 発電及び変換装置 

c) グループ C パルス電源で動作する装置 

d) グループ D 遮断機及び制御装置 

e) グループ E 通信機器，信号処理装置及び制御装置 

f) グループ F 非電気部分及び機器 

g) グループ G 統合システム 

グループ A 及びグループ C に対する基本的な EMC 規格は，JIS F 0812 である。さらに，JIS F 0812 に

基づく EMC に関する要求事項は，次の事項に対して適用される。 

・ 船橋取付形の機器 

・ 受信アンテナに近い機器 


